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議長（千明道太君） ただいまから、令和４年第５回片品村議会定例会を開会します。 

 本日の会議を開きます。 

 

午前１０時１０分  開会 

 

─────────────────────────────────── 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

議長（千明道太君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、３番 鹿野一郎君及び５番

 北澤佳子君を指名します。 

─────────────────────────────────── 

日程第２ 会期の決定 

 

議長（千明道太君） 日程第２、会期の決定の件を議題にします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から９月９日までの９日間にしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は、本日から９月９日までの９日間に決定しました。 

─────────────────────────────────── 

日程第３ 諸般の報告 

 

議長（千明道太君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

 本日までに受理した陳情は、会議規則第９１条及び第９２条並びに第９５条の規定によ

り、お手元に配付の陳情文書表のとおり、所管の常任委員会に付託しました。 

 次に、議員派遣の件を報告します。 

 会議規則第１２９条第１項のただし書きの規定により、お手元に配付してあります派遣

報告書のとおり議員を派遣しましたので、ご報告します。 

 これで諸般の報告を終わります。 

─────────────────────────────────── 

日程第４ 議員派遣 

 

議長（千明道太君） 日程第４、議員派遣の件を議題とします。 

 お諮りします。 
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 議員派遣の件については、会議規則第１２９条の規定により、お手元に配付の議員派遣

書のとおり派遣することにしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議員派遣の件は、議員派遣書のとおり派遣することに決定しました。 

 次に、お諮りします。 

 ただいま決定されました議員派遣の内容に今後変更を要するときは、その取扱いを議長

に一任願いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議員派遣の内容に今後、変更を要するときは、その取扱いを議長に一任す

ることに決定しました。 

─────────────────────────────────── 

日程第５ 一般質問 

 

議長（千明道太君） 日程第５、一般質問を行います。 

 通告に基づき、発言を許可します。 

 １番、萩原和典君。 

 

１番（萩原和典君） １番。 

 

議長（千明道太君） １番。 

（１番 萩原和典君登壇） 

 

１番（萩原和典君） 新型コロナの影響が続いている中ですが、行動制限もなく、片品村

にも観光客を初め来訪される方が増え、にぎわいも戻ってきました。今後は、感染者の減

少と薬の承認に期待したいと思います。 

 また、東北、北陸などの地域では、梅雨明け後に線状降水帯による大雨により、河川の

氾濫など甚大な被害が発生しました。被害地域の皆様に心よりのお見舞いと一刻も早い復

旧をお祈り申し上げます。 

 片品村では幸いにも影響はありませんでしたが、これから台風シーズンを迎えます。万

が一に備え、危機感を持っていきたいと思います。 

 それでは、通告に基づき質問をさせていただきます。 

（１番 萩原和典君 質問席に着席） 
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議長（千明道太君） 村長 梅澤志洋君、答弁席へ願います。 

（村長 梅澤志洋君 答弁席に着席） 

 

１番（萩原和典君） 議長。 

 

議長（千明道太君） １番。 

 

１番（萩原和典君） １番。 

 それでは、質問させていただきます。 

 新型コロナウイルス感染症の新規感染者が高止まりする中、夏休み直前の７月１４日に

岸田首相が、「新たな行動制限は考えていない」と表明されました。その言葉にほとんど

の観光事業者が、今年の夏休みは大丈夫だと安堵したと思います。片品村でも尾瀬の入山

客や行楽客が増え、道の駅でも駐車場が満車になるなど、コロナ前の状況に近づいてきた

ように見えます。ただ、各地区の旅館等では、コロナ前の夏休みは多くの学生でにぎわい、

活気がありましたが、今年も静かな夏休みとなりました。行動制限はされていないはずで

すが、夏休みが近づくにつれ、多くの宿泊施設で、主に中学、高校、大学の団体合宿のキ

ャンセルが出てきたと聞きました。８月に入っても、直前でのキャンセルが相次いでいる

状況だったそうです。 

 １年の中でも一番の稼ぎ時である夏休みが、これで３年続けて影響を受けました。コロ

ナが理由の合宿等の場合、キャンセル料も取りにくい状況です。また、合宿の受入れ準備

を整えた状況から一般客の受入れ態勢をつくるには、時間もなく難しいため、県が行って

いる愛郷ぐんまの旅行支援も利用が限られます。国や県では、宿泊業に対しては県民割等

で支援している状況だと考えていると思いますが、合宿等を受入れている旅館には支援が

届いていません。片品村同様の合宿を多く受入れている自治体とも協力し、群馬県や国に

対して支援の要請も必要と考えます。また、片品村としてできる支援、対策等をご検討い

ただきたいと思います。 

 旅館組合連合会では、片品村と災害時における片品村宿泊施設臨時避難所開設業務に関

する協定書を令和２年に締結し、災害発生時に支援・協力する体制を整えました。また、

東日本大震災のときには、片品村は要請に応え、積極的に被災者の受入れにも協力してき

ました。３年目となったコロナの影響で、その観光宿泊業が非常に厳しい状況となってい

ます。村としての対策等をお聞かせください。よろしくお願いします。 

 

村長（梅澤志洋君） 議長。 

 

議長（千明道太君） 村長。 
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村長（梅澤志洋君） 村長。 

 ただいまの萩原和典議員の質問にお答えをいたします。 

 新型コロナウイルス感染症については、令和２年１月に国内で初めて感染者が確認をさ

れ、３月には全国の新規陽性者が初めて１００人を超え、４月７日からは、緊急事態宣言

が発出されました。政府は、人と人との接触機会を８割に削減する目標を掲げ、全国の知

事からは、飲食店を初めとして幅広い業種に休業要請が出され、イベントの中止や延期な

どの対応が主催者に求められました。 

 片品村においても、２月２８日から開催予定でありました全日本マスターズスキー選手

権尾瀬片品大会の中止を、急遽、余儀なくされました。 

 その後、感染者数は、減少、拡大を繰り返し、現在、第７波を迎え、全国の１日の感染

者は２０万人を超える勢いです。議員ご指摘のとおり、片品村においても各産業で多大な

影響を受け、宿泊施設も深刻な状況が続いています。村内宿泊者数は観光協会によると、

コロナ影響前と比較し、令和２年度については２割程度、令和３年度は３割程度まで減少

しているとのことです。また、今年度については、日帰りの来訪者は回復傾向にあります

が、最近の新規感染者の高止まりのため、団体のキャンセルが増えているということです。 

 これまで片品村が実施した支援事業については、全村民を対象にしたものでは、令和２

年にプレミアム商品券の発行、水道基本料金の免除、商品券の配布、令和３年には商品券

及び燃料券の配布、令和４年では商品券の配布と、今後予定しているものでは、水道基本

料金の免除があります。また、宿泊施設を対象とするものとしては、令和２年度に事業者

応援給付金を事業種ごとに給付し、そのうち、宿泊事業者においては、客室数に応じ、最

少でも２０万円を給付させていただいています。さらに、宿泊チケットの販売や固定資産

税の減免、令和３年度には２度目となる事業者応援給付金の支給と感染防止対策支援、ま

た、誘客支援として、愛郷ぐんま事業と連携した商品券付与事業の３度目を現在実施し、

実施期間を愛郷ぐんま事業の延長に伴い１か月間延長して、９月末までとしているところ

でございます。 

 今後も新型コロナウイルス感染症の影響は続くものとして、継続した支援は必要です。

先日の山本知事の定例会見では、県としては、国の全国旅行支援を実施するまでの間、切

れ目なく事業者支援をしていきたいと説明しており、引き続き県と連携をして取り組んで

いきたいと思います。他の自治体の宿泊事業者への支援の例としては、伊香保町では、国

の事業復活支援金の採択事業者に対して、採択金額の１０分の１を支援しています。支援

金は、１事業者数万円程度だということです。また、みなかみ町では、ワクチン接種につ

いて町外で接種する場合には、旅費、昼食代の支援を行っています。 

 今後も引き続き、片品村全体の状況を確認し、適切な支援策を検討していきたいと考え

ています。片品村と同じような合宿などの団体の利用者が多い他の自治体の状況も確認し、

協力しながら、国や県からの支援が可能かなども検討していかなければと思っております。

旅館組合連合会には災害時の協力をいただけるよう協定を締結させていただいているとこ

ろでもあります。 
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 片品村としても、今年度実施しているかたしな満喫ツアー事業の結果なども考慮し、宿

泊利用者が増えるような取組を継続して実施していかなければと考えております。 

 これからの紅葉シーズンを前に、片品村の魅力を感じてもらえるよう情報発信をさらに

強化し、関係機関、協定を締結している株式会社ＪＴＢなどの協力も得ながら、検討して

いきたいと考えておりますので、議員各位のご理解とご協力をお願い申し上げ、答弁とい

たします。 

 

１番（萩原和典君） 議長。 

 

議長（千明道太君） １番。 

 

１番（萩原和典君） １番。 

 今回は、岸田首相の答弁に対し、文科省の管轄である中学、高校、大学において行動制

限が取られるという矛盾が起きました。最近の感染者数の増加を見れば、各学校、団体が

キャンセルなどの対応を取ることは当然のことだと思います。改めて、国・県などへの支

援の要請と村としての支援をお願いして、質問を終わります。ありがとうございました。 

 

議長（千明道太君） 以上で一般質問を終わります。 

─────────────────────────────────── 

日程第６ 議案第３２号 片品村庁舎建設基金条例の制定について 

 

議長（千明道太君） 日程第６、議案第３２号 片品村庁舎建設基金条例の制定について

を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 梅澤志洋君。 

 

村長（梅澤志洋君） 議長。 

 

議長（千明道太君） 村長。 

 

村長（梅澤志洋君） 村長。 

 議案第３２号 片品村庁舎建設基金条例の制定について、提案の説明を申し上げます。 

 現在の役場庁舎は、昭和５３年の建設以来、築４３年以上が経過し、老朽化が著しく、

また、近年の大規模災害の頻発からも庁舎建設の検討は避けられず、基金を設け将来に備

えるため、条例の制定をお願いするものでございます。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 
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議長（千明道太君） なお、詳細な説明を求めます。 

 総務課長、倉田秀和君。 

 

総務課長（倉田秀和君） はい、総務課長。 

     （詳細説明） 

 

議長（千明道太君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「進行」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） これで討論を終わります。 

 これから、議案第３２号 片品村庁舎建設基金条例の制定についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３２号 片品村庁舎建設基金条例の制定については、原案のとおり

可決されました。 

─────────────────────────────────── 

日程第７ 議案第３３号 片品村企業版ふるさと納税基金条例の制定について 

 

議長（千明道太君） 日程第７、議案第３３号 片品村企業版ふるさと納税基金条例の制

定についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 梅澤志洋君。 
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村長（梅澤志洋君） 議長。 

 

議長（千明道太君） 村長。 

 

村長（梅澤志洋君） 村長。 

 議案第３３号 片品村企業版ふるさと納税基金条例の制定について、提案の説明を申し

上げます。 

 当村には、尾瀬や丸沼、武尊以外にも人・水・空気など豊かな地域資源を有しますが、

さらに村内外の方に周知し、後世までの持続可能なむらづくりを進めていくために、賛同

していただける企業からの寄附を募り、その財源とするため、条例の制定をお願いするも

のでございます。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 

議長（千明道太君） なお、詳細な説明を求めます。 

 総務課長、倉田秀和君。 

 

総務課長（倉田秀和君） はい、総務課長。 

     （詳細説明） 

 

議長（千明道太君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「進行」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） これで討論を終わります。 

 これから、議案第３３号 片品村企業版ふるさと納税基金条例の制定についてを採決し

ます。 

 お諮りします。 
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 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３３号 片品村企業版ふるさと納税基金条例の制定については、原

案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────── 

日程第８ 議案第３４号 片品村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例に

            ついて 

 

議長（千明道太君） 日程第８、議案第３４号 片品村職員の育児休業等に関する条例の

一部を改正する条例についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 梅澤志洋君。 

 

村長（梅澤志洋君） 議長。 

 

議長（千明道太君） 村長。 

 

村長（梅澤志洋君） 村長。 

 議案第３４号 片品村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について、

提案の説明を申し上げます。 

 今回の改正は、国家公務員の育児休業の取得回数制限の緩和、育児参加のための休暇の

対象期間の拡大等が本年１０月１日から施行予定であり、地方公共団体の職員の勤務時間、

休暇その他の勤務条件についても、国家公務員との権衡を踏まえることが求められている

ことから、国家公務員の措置に準じて、条例の一部改正をお願いするものでございます。 

 主な改正の内容は、育児休業の取得回数を原則２回まで取得可能とすること、また、育

児参加のための休暇について、その対象期間を子が１歳に達する日までに拡大する措置等

を定めるものでございます。 

 附則につきましては、施行期日を定めるものであり、令和４年１０月１日から施行する

ものでございます。 

 ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

議長（千明道太君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「進行」と呼ぶ者あり） 
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議長（千明道太君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） これで討論を終わります。 

 これから、議案第３４号 片品村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３４号 片品村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例については、原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────── 

日程第９ 議案第３５号 片品村パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費

            用弁償に関する条例の一部を改正する条例について 

 

議長（千明道太君） 日程第９、議案第３５号 片品村パートタイム会計年度任用職員の

報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 梅澤志洋君。 

 

村長（梅澤志洋君） 議長。 

 

議長（千明道太君） 村長。 

 

村長（梅澤志洋君） 村長。 

 議案第３５号 片品村パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例について、提案の説明を申し上げます。 

 今回の改正は、地方公務員等共済組合法の改正に伴い、給与から控除する旨の規定を条

例に設けるため、条例の一部改正をお願いするものであります。 
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 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 

議長（千明道太君） なお、詳細な説明を求めます。 

 総務課長、倉田秀和君。 

 

総務課長（倉田秀和君） はい、総務課長。 

     （詳細説明） 

 

議長（千明道太君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「進行」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） これで討論を終わります。 

 これから、議案第３５号 片品村パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３５号 片品村パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及

び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────── 

日程第１０ 議案第３６号 片品村フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の一

             部を改正する条例について 

 

議長（千明道太君） 日程第１０、議案第３６号 片品村フルタイム会計年度任用職員の



－16－ 

給与に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 梅澤志洋君。 

 

村長（梅澤志洋君） 議長。 

 

議長（千明道太君） 村長。 

 

村長（梅澤志洋君） 村長。 

 議案第３６号 片品村フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例について、提案の説明を申し上げます。 

 今回の改正は、給与から共済組合に関するものを控除する旨の規定を条例に追加するた

め、条例の一部改正をお願いするものであります。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 

議長（千明道太君） なお、詳細な説明を求めます。 

 総務課長、倉田秀和君。 

 

総務課長（倉田秀和君） はい、総務課長。 

     （詳細説明） 

 

議長（千明道太君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「進行」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） これで討論を終わります。 

 これから、議案第３６号 片品村フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の一
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部を改正する条例についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３６号 片品村フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────── 

日程第１１ 議案第３７号 片品村税条例等の一部を改正する条例について 

 

議長（千明道太君） 日程第１１、議案第３７号 片品村税条例等の一部を改正する条例

についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 梅澤志洋君。 

 

村長（梅澤志洋君） 議長。 

 

議長（千明道太君） 村長。 

 

村長（梅澤志洋君） 村長。 

 議案第３７号 片品村税条例等の一部を改正する条例について、提案の説明を申し上げ

ます。 

 住民税、固定資産税の改正については、地方税法の改正に伴い、条例の一部を改正する

ものでございます。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 

議長（千明道太君） なお、詳細な説明を求めます。 

 住民課長、星野孝行君。 

 

住民課長（星野孝行君） はい、住民課長。 

     （詳細説明） 

 

議長（千明道太君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「進行」と呼ぶ者あり） 
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議長（千明道太君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） これで討論を終わります。 

 これから、議案第３７号 片品村税条例等の一部を改正する条例についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３７号 片品村税条例等の一部を改正する条例については、原案の

とおり可決されました。 

─────────────────────────────────── 

日程第１２ 議案第３８号 片品村税条例の一部を改正する条例について 

 

議長（千明道太君） 日程第１１、議案第３７号 片品村農業委員会の委員の定数に関す

る条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 梅澤志洋君。 

 

村長（梅澤志洋君） 議長。 

 

議長（千明道太君） 村長。 

 

村長（梅澤志洋君） 村長。 

 議案第３８号 片品村農業委員会の委員の定数に関する条例の一部を改正する条例につ

いて、提案の説明を申し上げます。 

 今回の改正は、農業委員会法施行規則の一部改正に伴い、条例の一部改正をお願いする

ものでございます。 

 改正の内容は、委員の定数１４人を８人に改めるものでございます。 
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 附則につきましては、施行期日を定めるものであり、令和４年１０月１日から施行する

ものでございます。 

 ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

議長（千明道太君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「進行」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） これで討論を終わります。 

 これから、議案第３８号 片品村農業委員会の委員の定数に関する条例の一部を改正す

る条例についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３８号 片品村農業委員会の委員の定数に関する条例の一部を改正

する条例については、原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────── 

日程第１３ 議案第３９号 片品村営スノーパル・オグナほたか施設利用料徴収条例の一

部を改正する条例について 

 

議長（千明道太君） 日程第１３、議案第３９号 片品村営スノーパル・オグナほたか施

設利用料徴収条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 梅澤志洋君。 

 

村長（梅澤志洋君） 議長。 
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議長（千明道太君） 村長。 

 

村長（梅澤志洋君） 村長。 

 議案第３９号 片品村営スノーパル・オグナほたか施設利用料徴収条例の一部を改正す

る条例について、提案の説明を申し上げます。 

 今回の改正は、オートゲートの導入によるＩＣチケット化のため、リフト券の価格単価

を上げるものです。 

 また、半日券を廃止し、新たに５時間券を設定することにより、共通リフト券の運用が

可能となります。 

 従来の枠組みを超えた広域エリアでの連携もでき、お客様へのサービス向上にもつなが

るため、条例の一部改正をお願いするものでございます。 

 附則につきましては、施行期日を定めるもので、公布の日から施行するものでございま

す。 

 ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

議長（千明道太君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「進行」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） これで討論を終わります。 

 これから、議案第３９号 片品村営スノーパル・オグナほたか施設利用料徴収条例の一

部を改正する条例についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 異議なしと認めます。 
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 したがって、議案第３９号 片品村営スノーパル・オグナほたか施設利用料徴収条例の

一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────── 

日程第１４ 認定第１号 令和３年度片品村一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１５ 認定第２号 令和３年度片品村国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に

            ついて 

日程第１６ 認定第３号 令和３年度片品村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

            ついて 

日程第１７ 認定第４号 令和３年度片品村介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

            て 

日程第１８ 認定第５号 令和３年度片品村下水道事業等特別会計歳入歳出決算の認定に

            ついて 

日程第１９ 認定第６号 令和３年度片品村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

            について 

 

議長（千明道太君） 日程第１４、認定第１号 令和３年度片品村一般会計歳入歳出決算

の認定についてから日程第１９、認定第６号 令和３年度片品村後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算の認定についてまでの以上６件を一括議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 梅澤志洋君。 

 

村長（梅澤志洋君） 議長。 

 

議長（千明道太君） 村長。 

 

村長（梅澤志洋君） 村長。 

 認定第１号から認定第６号までの令和３年度片品村一般会計及び各特別会計の決算につ

いて、提案の説明を申し上げます。 

 認定第１号 令和３年度片品村一般会計歳入歳出決算の認定について、提案の説明を申

し上げます。 

 歳入総額４４億３，８５０万５，９７４円、歳出総額３８億７，３９９万７，３６７円、

差引残額５億６，４５０万８，６０７円について、決算の認定をお願いするものでござい

ます。 

 歳入の主なものにつきましては、村税５億５，１６３万９，３５３円で全体の１２．

４％、地方交付税２３億８８４万円、５２％、国庫支出金４億４，４３０万２，０９９円、

１０％、県支出金１億７，９３２万８，５０４円、４．０％、繰入金６，８７５万３，０

６２円、１．６％、村債２億８，７２５万円、６．５％、繰越金１億３，７１６万６，４
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８８円、３．１％であります。 

 歳出の主なものにつきましては、新型コロナウイルス特別対策事業１億２，３５２万３，

６３７円、新型コロナウイルスワクチン集団接種を含む予防接種事業３，８８９万９，９

４９円、橋梁整備費が明許繰越分を合わせて９，５７２万８，６００円、観光振興事業１

億２，００５万２，４５７円、特別会計への繰出金２億６，４４０万１，０７８円、利根

東部衛生施設組合負担金９，９８０万円、利根沼田広域市町村圏振興整備組合負担金１億

７，００２万円、地方債の償還金が元金と利子を合わせて、４億６，５５４万９，４７６

円であります。 

 また、令和３年度末の地方債借入残高は４６億７，７５０万４，４０１円で、前年度末

に比べ、１億９，４４３万３，８１７円の減であります。 

 歳入歳出差引残額から翌年度へ繰り越すべき財源としての繰越明許費５，０７９万８，

０００円と財政調整基金への積立て２億６，０００万円を差し引いた額２億５，３７１万

６０７円は、令和４年度へ繰越しをさせていただきます。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、ご認定くださ

いますようよろしくお願い申し上げます。 

 認定第２号 令和３年度片品村国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、提

案の説明を申し上げます。 

 歳入総額７億３，８４３万３，２３２円、歳出総額７億１，６４５万８，０６６円、差

引残額２，１９７万５，１６６円について、決算の認定をお願いするものでございます。 

 歳入の主なものにつきましては、国民健康保険税１億５，３４２万７，５０７円で全体

の２０．８％、県支出金５億５９２万９，９２７円、６８．５％、繰入金６，６１８万６，

０４２円、９．０％であります。 

 歳出の主なものにつきましては、保険給付費４億８，７９５万４，６８３円で全体の６

８．１％、国民健康保険事業納付金１億９，７４６万５，４８７円、２７．６％、保健事

業費１，５１０万９，２３５円、２．１％であります。 

 歳入歳出差引残額から国民健康保険基金への積立て１，１００万円を差し引いた額１，

０９７万５，１６６円は、令和４年度へ繰越しをさせていただきます。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、ご認定くださ

いますようよろしくお願い申し上げます。 

 認定第３号 令和３年度片品村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、提

案の説明を申し上げます。 

 歳入総額１億８，５５４万４，３１５円、歳出総額１億７，９０６万５，０９２円、差

引残額６４７万９，２２３円について、決算の認定をお願いするものでございます。 

 歳入の主なものにつきましては、使用料及び手数料５，９１５万４，８００円で全体の

３１．９％、村債９，４３０万円で５０．８％でございます。 

 歳出につきましては、総務費４，１６６万３，７８５円で全体の２３．３％、施設費１

億１，９３１万４，７６８円で６６．６％、公債費１，８０８万６，５３９円で１０．
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１％でございます。 

 また、令和３年度末現在の地方債借入残額は、２億３３０万１，６６３円となっていま

す。 

 歳入歳出差引残額の６４７万９，２２３円を令和４年度へ繰越しをさせていただきます。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、ご認定くださ

いますようよろしくお願い申し上げます。 

 認定第４号 令和３年度片品村介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、提案の

説明を申し上げます。 

 歳入総額６億３，０２９万８，５３７円、歳出総額６億１４５万８，２３４円、差引残

額２，８８４万３０３円について、決算の認定をお願いするものでございます。 

 歳入の主なものにつきましては、保険料１億２，１１７万７，９００円で全体の１９．

２％、国庫支出金１億５，５６６万８，５２２円、２４．７％、支払基金交付金１億５，

６３４万６，４０１円、２４．８％、県支出金８，９４９万４，０００円、１４．２％、

繰入金９ ，５４６万６，８００円、１５．１％であります。 

 歳出の主なものにつきましては、保険給付費５億４，２２１万４，５７２円で、全体の

９０．１％であります。 

 歳入歳出差引残額から介護給付費準備基金への積立て１，４４３万円を差し引いた額１，

４４１万３０３円は、令和４年度へ繰越しをさせていただきます。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、ご認定くださ

いますようよろしくお願い申し上げます。 

 認定第５号 令和３年度片品村下水道事業等特別会計歳入歳出決算の認定について、提

案の説明を申し上げます。 

 歳入総額１億４，３１１万６，７８８円、歳出総額１億３，１０８万７１９円、差引残

額１，２０３万６，０６９円について、決算の認定をお願いするものでございます。 

 歳入の主なものにつきましては、繰入金７，４３４万２，０００円で全体の５２％、使

用料及び手数料１，４８６万２，８００円で、１０．４％でございます。 

 歳出につきましては、建設費４，９８３万６，８６１円で全体の３８％、施設費２，９

４２万９，７９４円でで２２．５％、公債費２，８９２万６，５７２円で、２２．１％で

ございます。 

 また、令和３年度末現在の地方債借入残額は、２億８，００２万７，３０５円となって

います。 

 歳入歳出差引残額から翌年度へ繰り越すべき財源として繰越明許費１８１万１，０００

円を差し引いた額、１，０２２万５，０６９円を令和４年度へ繰越しをさせていただきま

す。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、ご認定くださ

いますようよろしくお願い申し上げます。 

 認定第６号 令和３年度片品村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、
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提案の説明を申し上げます。 

 歳入総額５，９０５万４，３８５円、歳出総額５，８４６万５，２２８円、差引残額５

８万９，１５７円について、決算の認定をお願いするものでございます。 

 歳入の主なものにつきましては、後期高齢者医療保険料３，４０６万２，２００円で全

体の５７．７％、一般会計繰入金２，０４５万１，２３６円、３４．６％であります。 

 歳出の主なものにつきましては、総務費５４６万９ ，１７４円で全体の９．３％、後期

高齢者医療広域連合納付金５，２７１万９，４３６円、９０．２％であります。 

 歳入歳出差引残額の５８万９，１５７円は、令和４年度へ繰越しをさせていただきます。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、ご認定くださ

いますようよろしくお願い申し上げます。 

 

議長（千明道太君） 提案理由の説明が終わりました。 

 この決算については、監査委員の審査が行われております。 

 ここで、決算審査結果の報告を求めます。 

 代表監査委員 桑原健一郎君。 

 

代表監査委員（桑原健一郎君） はい、代表監査委員。 

 

議長（千明道太君） 代表監査委員。 

 

代表監査委員（桑原健一郎君） 命によりまして、決算審査の報告をさせていただきます。 

 なお、お手元に配付してあります意見書に基づいて、一般会計と５つの特別会計決算の

審査報告を簡単に申し上げます。 

 地方自治法第２３３条第２項の規定により、令和４年８月２２日、役場２階相談室にお

いて、飯塚監査委員と２人で、令和３年度一般会計及び５つの特別会計の歳入歳出決算並

びに関係諸帳簿、書類を審査いたしました。 

 その意見については、次のとおりであります。 

 審査結果の総括意見としましては、各会計とも予算額、執行命令、収入支出額、出納関

係帳票及び関係書類等照査の上、審査を実施いたしました。審査に当たっては、決算は的

確であるか、計数に誤りはないか、予算措置及びその執行は適切か、財政運営は健全か、

事業の成果は上がっているかなどについて審査を行いました。 

 その結果、計数は正確であり、帳簿類はよく整理され、適切な事務処理と適正で健全な

運営がなされているものと認定いたしました。 

 次に、各会計の総括について申し上げます。 

 なお、意見書に記載してあります収支決算額等の朗読は省略させていただきます。 

 まず、一般会計についてですが、歳入歳出差引額は５億６，４５０万８，６０７円で、

翌年度へ繰り越すべき財源が５，０７９万８，０００円あるため、実質収支額は５億１，
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３７１万６０７円で、さらに基金繰入れを２億６，０００万円行っているため、翌年度へ

の繰越額は２億５，３７１万６０７円となりました。 

 村税の収入については５億５，１６３万９，３５３円で、昨年度より３，６１８万７６

９円の減収となっています。軽自動車税は１６万４，１５０円の増収でありましたが、村

民税が２，９５８万５，３８２円の大幅な減収、固定資産税が５９６万９，４６３円の減

収、入湯税が３１万２，６００円の減収となっています。 

 地方交付税については２３億８８４万円で、前年度より２億９，２５８万６，０００円

の大幅な増収となっており、歳入総額の５２．０％を占めています。 

 国庫支出金については４億４，４３０万２，０９９円で、４億１，４６９万８，０８５

円の大幅な減収でした。 

 県支出金については１億７，９３２万８，５０４円で、８５２万９，０９１円の増収と

なりました。 

 村債として２億８，７２５万円を借り入れ、村道須賀川・築地線落石防止柵設置工事、

細工屋橋橋梁長寿命化対策工事、村道及び林道の維持修繕工事、県営牛の平地区水利施設

保全高度化事業などのハード事業のほか、スクールバス管理運営事業などのソフト事業に

も充当されています。 

 当年度は地方交付税が大幅増となったことや観光施設の事業収入が見込みより多かった

こと、そして、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、イベント等が実施できなかったこ

となどの理由で、余剰金が生まれています。 

 なお、令和３年度末の村債未償還元金現在高は４６億７，７５０万４，４０１円であり、

３月末の基金現在高は２２億３，６２４万２，５３１円となっています。 

 次に、財政の推移でありますが、３か年の状況を表にして記載してありますので、参考

にしていただきたいと思います。 

 財政運営の状況ですが、事務事業の見直しや経費の削減などに取り組まれ、堅実な運営

が執行されています。 

 村税の歳入については、収入済額で前年度より３，６１８万７６９円の減収となってい

ます。収納率は８１．０％であり、前年度より０．９ポイントの減でありますが、収入未

済額は１億２，３３３万２，８１８円と前年度より５０４万９，３２１円の減となってい

ます。 

 村税収納率調べを載せておきましたので、ご覧ください。 

 今後も早期の滞納整理など適切な処理を行い、自主財源の確保を切望します。厳しい財

政状況の中、また、限られた予算の範囲で継続事業や住民生活に密着した事業に加え、コ

ロナウイルス感染症対応事業なども重点に行っており、今後も効率的で実効性のある予算

執行に留意し、健全な財政運営維持に努めてください。 

 次に、特別会計についての意見を申し上げます。 

 最初に、国民健康保険特別会計でありますが、差引額２，１９７万５，１６６円で、基

金繰入れは１，１００万円行ったため、１，０９７万５，１６６円が翌年度への繰越額で
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あり、基金の決算年度末現在高は１億５，３６０万８６４円であります。 

 国保税の収納率は８１．８％であり、前年度より０．４ポイント低くなっていますが、

これからも滞納整理等を積極的に行い、未収金の解消に努め、自主財源の確保に向け、さ

らに努力をお願いします。 

 なお、療養諸費に対する１人当たりの保険者負担分は２７万４，３４８円で、前年度よ

り２万９，５２２円増加しています。 

 国民健康保険事業は、医療行政の重要な役割を果たしていますが、被保険者の高齢化や

医療の高度化、医薬品の高額化等による医療費の増大などにより、非常に厳しい運営が予

想されます。国保会計の健全な運営のためには、被保険者の健康保持推進を図ることも重

要な要素であります。片品村が行っている総合健診の受診や健康指導部門との連携等を図

り、健康寿命の向上を目指して、「健康片品」のために尽力をお願いします。 

 次に、簡易水道事業特別会計です。 

 差引額６４６万９，２２３円が翌年度への繰越額であり、基金の決算年度末現在高は４，

１００万円であります。 

 なお、水道料の収納率は７４．６％であり、前年度より２．８ポイント高くなっており

ますが、これからも堅実な運営を図るため、未収金の解消に一層の努力をお願いします。 

 次に、介護保険特別会計です。 

 差引額が２，８８４万３０３円で、基金繰入れを１，４４３万円行ったため、翌年度へ

の繰越額は１，４４１万３０３円で、基金の決算年度末現在高は１億４，４６３万３，４

８１円であります。 

 急速に高齢化が進む中、高齢者に対する介護の問題は大きな課題となっています。要介

護、要支援の認定は年々増加の傾向にあり、今後も介護予防事業や医療と介護の連携を強

化し、切れ目のない対応ができるよう本会計の安定化を図り、高齢者が住み慣れた地域で

自分らしく人生を全うできるよう、介護サービスの充実に努めていただきたいと思います。 

 次に、下水道事業等特別会計です。 

 差引額は１，２０３万６，０６９円で、翌年度に繰り越すべき財源は１８１万１，００

０円あるため、１，０２２万５，０６９円が翌年度への繰越額であります。 

 予算額のうち、下水道施設建設費の１億９，６５５万６，０００円が翌年度に繰り越さ

れました。 

 下水道事業会計の健全な運営には、下水道への加入推進を図り、使用料収入の増収が必

要不可欠であります。加入率は６４．８％で、前年度より０．８ポイントの微増で、依然

として低いため、適切な対応を望むものであります。 

 住民の生活環境の向上や村の自然環境保全、河川の水質保全の立場から、下水道事業区

域外の整備計画も同時に進め、村全体の整備が進むことを望みます。 

 次に、後期高齢者医療特別会計です。 

 差引額５８万９，１５７円が翌年度への繰越額であります。 

 令和４年３月末現在での被保険者は８６１人で、引き続き被保険者の適切な医療確保を
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図るため、迅速かつ適正な各種医療給付の実施に努め、健康の保持増進を図るため、この

保健事業を実施してください。 

 また、参考として、５特別会計への一般会計からの繰入金の表を入れておきましたので、

参考としてください。 

 最後に、結論としまして、一般会計及び特別会計の決算は正しく、証拠書類もよく整理

され、会計経理は適正であり、おおむね良好と認めます。 

 財政については、令和３年片品村健全化判断比率等について、決算終了後、審査を行い、

片品村のそれぞれの比率について、早期健全化基準には該当せず、大変良好な比率となっ

ているため、健全な財政であると思います。 

 また、自主財源の厳しい財政状況の中ではありますが、村道の改修や維持修繕、県営牛

の平地区水利施設保全高度化事業など、むらづくりの基礎となる事業の推進を図るととも

に、子どもから高齢者までの福祉事業や総合健診、予防接種等の保健衛生事業、数多くの

コロナウイルス感染症対応事業など、村民に密着した事業が行われたことは村民の生活や

福祉の向上に貢献したものと考えます。 

 財政運営の歳入については、村税、公共料金などの収入未済額の処理は所管課により適

切に対処をしていただいているところでありますが、村税や公共料金などの収入未済につ

いてついては、負担の公平性に対する重要性を認識し、滞納の解消に向けた積極的な取組

について、さらに努力をしてください。村当局として毅然とした厳しい対処により、村民

間の公平と財源の確保に努めることが今後ますます厳しさを増すと予想される財政運営の

上からも強く望まれます。 

 観光事業については、武尊牧場観光施設とスノーパル・オグナほたかスキー場事業をこ

れまでと同様に指定管理者により行っており、コロナ禍の大変厳しい状況にあっても、一

定の成果が見られました。道の駅尾瀬かたしなを含めた中で、今後も指定管理者を初めと

する関係各位の連絡や協議を密にしていただき、アフターコロナに向けて、引き続き努力

をお願いします。 

 行政改革、地方分権、少子高齢化への対応として、住民福祉の拡充、新型コロナウイル

ス感染症対策など様々な問題が山積する中ではありますが、村民のニーズを把握して、計

画的かつ効率的な行財政の運営と安定した事業計画の立案に心がけ、住民福祉の向上や明

るく活気あるむらづくりのための施策を望むものであります。 

 また、役場職員個々の資質向上を図り、厳しい時代だからこそ、住民の期待に応える行

政執行がなされるよう、一層の努力を希望します。 

 本決算処理完結のため、事業執行に尽力された各位に深く敬意を表し、報告とします。 

 

議長（千明道太君） 監査委員の報告が終わりましたので、これから報告についての質疑

を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「進行」と呼ぶ者あり） 
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議長（千明道太君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 認定第１号から認定第６号までの質疑以降については、後日の本会議にて審議します。 

─────────────────────────────────── 

日程第２０ 承認第３号 専決処分の承認を求めることについて 

 

議長（千明道太君） 日程第２０、承認第３号 専決処分の承認を求めることについてを

議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長、梅澤志洋君。 

 

村長（梅澤志洋君） 議長。 

 

議長（千明道太君） 村長。 

 

村長（梅澤志洋君） 村長。 

 承認第３号 専決処分の承認を求めることについて、説明を申し上げます。 

 これは令和４年度片品村一般会計補正予算（第３号）を専決処分したことにより、承認

を求めるものでございます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４，８１０万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ３８億１３９万２，０００円にお願いするものでございます。 

 歳入につきましては、地方交付税と県支出金の増額で、歳出につきましては、民生費と

商工費の増額であります。 

 補正の内容ですが、民生費については、片品保育所の各クラスにエアコンがなく、近年

の猛暑に対応するため、エアコンの設置工事費を予算措置し、商工費については村内経済

の活性化のため、群馬県が実施している愛郷ぐんまプロジェクトに連携し、村内で使える

商品券の付与事業を実施するための予算措置であります。 

 ご承認のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

議長（千明道太君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「進行」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 
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 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） これで討論を終わります。 

 これから、承認第３号 専決処分の承認を求めることについてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 異議なしと認めます。 

 したがって、承認第３号 専決処分の承認を求めることについては、原案のとおり可決

されました。 

─────────────────────────────────── 

日程第２１ 報告第５号 財政の健全化判断比率等について 

 

議長（千明道太君） 日程第２１、報告第５号 財政の健全化判断比率等についてを議題

とします。 

 本件について、提出者の説明を求めます。 

 村長、梅澤志洋君。 

 

村長（梅澤志洋君） 議長。 

 

議長（千明道太君） 村長。 

 

村長（梅澤志洋君） 村長。 

 報告第５号 財政の健全化判断比率等について、提案の説明を申し上げます。 

 平成１９年６月に施行された地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、関係

書類を提出し、報告するものでございます。 

 まず、健全化判断比率の状況ですが、一般会計の実質赤字比率及び特別会計を含めた連

結実質赤字比率につきましては、赤字がないため比率は算出されませんでした。 

 実質公債費比率につきましては、４．９％でした。 

 将来負担比率につきましては、算出されませんでした。 

 次に、公営企業会計の資金不足比率の状況ですが、全ての会計に資金不足はありません

でしたので、資金不足比率は算出されませんでした。 
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 今回提出した関係書類につきましては、令和４年８月２２日に片品村監査委員による審

査を受け、内容の認定をいただいたことを申し添え、ご報告といたします。 

 

議長（千明道太君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「進行」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 以上で報告を終わります。 

─────────────────────────────────── 

日程第２２ 報告第６号 片品村振興公社株式会社の経営状況の報告について 

 

議長（千明道太君） 日程第２２、報告第６号 片品村振興公社株式会社の経営状況の報

告についてを議題とします。 

 本件について、提出者の説明を求めます。 

 村長、梅澤志洋君。 

 

村長（梅澤志洋君） 議長。 

 

議長（千明道太君） 村長。 

 

村長（梅澤志洋君） 村長。 

 報告第６号 片品村振興公社株式会社の経営状況に関する書類の提出について、ご報告

申し上げます。 

 地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、法人の経営状況等に関する関係書類を

提出し、ご報告申し上げるものでございます。 

 今回提出した関係書類につきましては、令和４年６月２２日開催の監査役監査において

承認をいただいておりますことを申し添え、ご報告といたします。 

 

議長（千明道太君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「進行」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 以上で報告を終わります。 



－31－ 

─────────────────────────────────── 

日程第２３ 同意第１号 片品村固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 

議長（千明道太君） 日程第２３、同意第２号 片品村固定資産評価審査委員会委員の選

任についてを議題とします。 

 本案について、提出者の説明を求めます。 

 村長、梅澤志洋君。 

 

村長（梅澤志洋君） 議長。 

 

議長（千明道太君） 村長。 

 

村長（梅澤志洋君） 村長。 

 同意第２号 片品村固定資産評価審査委員会委員の選任について、提案の説明を申し上

げます。 

 片品村固定資産評価審査委員会委員の星野幸男氏が令和４年９月３０日で任期満了とな

ります。 

 つきましては、星野幸男氏を委員に再選任いたしたく、同意をお願いするものでござい

ます。 

 星野幸男氏については、人格及び識見共に適任者であると思いますので、よろしくお願

い申し上げます。 

 

議長（千明道太君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「進行」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） これで討論を終わります。 

 これから、同意第２号 片品村固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決しま
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す。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 異議なしと認めます。 

 したがって、同意第２号 片品村固定資産評価審査委員会委員の選任については、原案

のとおり同意することに決定しました。 

─────────────────────────────────── 

日程第２４ 議案第４０号 令和４年度片品村一般会計補正予算（第４号）について 

日程第２５ 議案第４１号 令和４年度片品村国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

             について 

日程第２６ 議案第４２号 令和４年度片品村簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）

             について 

日程第２７ 議案第４３号 令和４年度片品村介護保険特別会計補正予算（第１号）につ

             いて 

日程第２８ 議案第４４号 令和４年度片品村下水道事業等特別会計補正予算（第１号）

             について 

日程第２９ 議案第４５号 令和４年度片品村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１ 

             号）について 

 

議長（千明道太君） 日程第２４、議案第４０号 令和４年度片品村一般会計補正予算

（第４号）についてから日程第２９、議案第４５号 令和４年度片品村後期高齢者医療特

別会計補正予算（第１号）についてまでの以上６件を一括議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長、梅澤志洋君。 

 

村長（梅澤志洋君） 議長。 

 

議長（千明道太君） 村長。 

 

村長（梅澤志洋君） 村長。 

 議案第４０号から議案第４５号までの令和４年度片品村一般会計及び各特別会計の補正

予算について、提案の説明を申し上げます。 

 議案第４０号 令和４年度片品村一般会計補正予算（第４号）について、提案の説明を

申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億１，６７９万８，０００円を追加し、
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歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４０億１，８１９万円にお願いをするものでござ

います。 

 歳入の主なものにつきましては、地方交付税、国庫支出金、前年度繰越金等の増額及び

村債の減額であります。 

 歳出につきましては、総務費、衛生費、商工費、土木費等の増額で、庁舎建設基金積立

金、新型コロナウイルス５回目の集団接種、村有観光施設の施設整備に係る諸事業が主な

ものであります。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 議案第４１号 令和４年度片品村国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について、

提案の説明を申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，０１１万１，０００円をお願いし、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７億６，６６３万２，０００円にお願いするもの

でございます。 

 歳入の主なものにつきましては、繰越金と諸収入の増額であります。 

 歳出にの主なものにつきましては、基金積立金、諸支出金の増額であります。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 議案第４２号 令和４年度片品村簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）について、

提案の説明を申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５９７万９，０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億１，９９７万９，０００円にお願いするものでござ

います。 

 歳入の主なものにつきましては、新型コロナウイルス感染症支援対策として水道使用料

の減額、事業に伴う一般会計からの繰入金及び前年度繰越金の増額であります。 

 歳出につきましては、総務費及び施設費の増額であります。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 議案第４３号 令和４年度片品村介護保険特別会計補正予算（第１号）について、提案

の説明を申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，５０９万７，０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億２，４７０万５，０００円にお願いするもので

ございます。 

 歳入の主なものにつきましては、繰越金の増額であります。 

 歳出の主なものにつきましては、諸支出金の増額であります。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 
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 議案第４４号 令和４年度片品村下水道事業等特別会計補正予算（第１号）について、

提案の説明を申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億７，１４１万４，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億５，４２５万４，０００円にお願いするもの

でございます。 

 歳入の主なものにつきましては、国庫支出金及び村債の増額であります。 

 歳出につきましては、総務費及び建設費の増額であります。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 議案第４５号 令和４年度片品村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について、

提案の説明を申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２１万５，０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ６，６７８万３，０００円にお願いするものでございます。 

 歳入の主なものにつきましては、繰越金及び諸収入の増額であります。 

 歳出の主なものにつきましては、諸支出金の増額であります。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 

議長（千明道太君） 議案第４０号から議案第４５号までの質疑以降については、後日の

本会議において審議します。 

─────────────────────────────────── 

議長（千明道太君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日は、これで散会します。 

 

午前１１時２９分  散会 


